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 全国旅行支援「全国版 今こそ滋賀を旅しよう！第３弾」 

実施期間は 11/27(月)～12/26(火),予約受付は 11/20(月)開始 
 

全国旅行支援「全国版 今こそ滋賀を旅しよう！第３弾」は、宿泊施設への直接予約を対象

として令和５年 11月 27日（月）から 12月 26日（火）まで実施します。支援の対象となる宿

泊予約の受付は 11月 20日（月）から開始します。 

※令和５年６月で終了した「全国版 今こそ滋賀を旅しよう！」を再開するものです。 

 

事業概要 

⚫ 対象期間：令和５年 11月 27日（月）～令和５年 12月 26日（火） 

（12月 27日（水）チェックアウト分まで対象） 

※予算の上限に達した場合は、期間内であっても停止する場合があります 

⚫ 対象者：日本国内に居住する旅行者 

⚫ 予約開始日：令和５年 11月 20日（月） 

⚫ 対象宿泊数：60,000人泊 

⚫ 対象商品：滋賀県内の対象宿泊施設に宿泊する宿泊商品（宿泊施設への直接予約分） 

⚫ 宿泊補助率：20％（最大で１人１泊あたり 3,000円の補助） 

⚫ 最低利用金額：１人１泊あたり平日 3,000円、休日 2,000円 

⚫ 連泊上限：最大７連泊 

⚫ 周遊クーポン： １人１泊あたり平日 2,000円、休日 1,000円付与 

さらに、滋賀県独自で、１人１泊あたり 5,000 円以上の場合に 1,000 円を上

乗せして付与。（最大で１人１泊あたり平日 3,000円、休日 2,000円） 

※宿泊施設において、ＱＲコードが印刷された周遊クーポンを発行。利用者による 

スマートフォンでの読込等が必要です。 

 

利用方法 

⚫ 宿泊施設への直接予約（滋賀県内の対象宿泊施設に公式ＨＰ、電話等により直接予約し、

ステイナビのサイトにて宿泊割引クーポンを発行） 

※ 旅行会社およびＯＴＡ(インターネット上だけで取引を行う旅行会社)経由の予約は対象外とな

ります。 

※ 予約開始日以降の新規予約が対象となり、既存予約は対象外となります。 
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本年６月までの全国旅行支援「全国版 今こそ滋賀を旅しよう！第２弾」からの変更点 

 

  

 

 

今後の予定 

⚫ 令和５年 11月 20日（月）予約受付開始 

※ 対象宿泊施設は専用サイト（https://imakoso-shiga.jp/）に掲載しています 

⚫ 令和５年 11月 27日（月）「全国版 今こそ滋賀を旅しよう！第３弾」開始 

⚫ 令和５年 12月 26日（火）「全国版 今こそ滋賀を旅しよう！第３弾」終了（12月 27日

（水）チェックアウト分まで対象） 

※ 予算の上限に達した場合は、期間内であっても停止する場合があります 

 

問い合わせ先 

⚫ 全国版 今こそ滋賀を旅しよう！事務局（コールセンター）（平日 10 時～17 時） 

旅行者専用：０５７０－２００－３６８ 

事業者専用：０５７０－６６６－５８７ 

第２弾（６月時点） 第３弾（今回）
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宿泊単品 3,000円 3,000円

日帰り 3,000円 －
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